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(3) その他の主要な事項 

(ⅰ) 火災防護設備 

a. 設計基準対象施設 

 

ﾇ(3)(ⅰ)a.-①火災防護設備は，火災区域及び火災区画

を考慮し，火災感知，消火又は火災の影響軽減 ﾇ

(3)(ⅰ)a.-①の機能を有するものとする。 

 

10.5 火災防護設備 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.1 概要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置さ

れる，安全機能を有する構築物，系統及び機器（10.5 に

おいて本文五ロ(3)(ⅰ)a.(c)に同じ。）を火災から防護す

ることを目的として，火災の発生防止，火災の感知及び

消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講じる。 

 

【火災防護設備】（基本設計方針） 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

 

 

ﾇ(3)(ⅰ)a.-①設計基準対象施設は，火災により発電用

原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災防護上重要

な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火

災防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

 

ﾇ(3)(ⅰ)a.-①設定する火災区域及び火災区画に対し

て，以下に示す火災の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策

を講じる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-①は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)a.-①と，文章表

現は異なるが，内容に

相違はないため整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

【11 条 1】 

 

 

 

 

 

【11 条 10】 

【52 条 5】 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙

感知器及びアナログ式の熱感知器を組み合わせて設置す

ることを基本とするが，各火災区域又は火災区画におけ

る放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条

件や火災の性質を考慮し， 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅰ)a.-②上記の設置が適切でない場合において

は，非アナログ式の炎感知器，非アナログ式の防爆型の

煙感知器，非アナログ式の防爆型の熱感知器等の火災感

知器も含めた中から 2 つの異なる種類の感知器を設置す

る。 

10.5.1.4 主要設備 

 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想さ

れる火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災

区域又は火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び

機器の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有

の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の

熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する

設計とする。 

 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれ

のある場所及び屋外等は，非アナログ式も含めた組み合

わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式で

あるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知

が可能である。 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

a. 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器（一部「東海，東海第二発

電所共用」（以下同じ。））は，火災区域又は火災区画にお

ける放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境

条件，予想される火災の性質を考慮し，火災感知器を設

置する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感

知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知

器及びアナログ式の熱感知器の異なる種類の火災感知器

を組み合わせて設置する設計とする。 

 

ﾇ(3)(ⅰ)a.-②ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形

成するおそれのある場所及び屋外等は，環境条件や火災

の性質を考慮し，非アナログ式の炎感知器，非アナログ

式の防爆型熱感知器，非アナログ式の防爆型煙感知器，

非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式），アナ

ログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の熱

感知器も含めた組み合わせで設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-②は，設置変更許

可申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅰ)a.-②を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

【11 条 72】 

【52 条 69】 

 ＜中略＞ 

非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異な

る種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

また，火災により安全機能への影響が考えにくい火災防

護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画について

は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置す

る設計とする。 
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また，中央制御室で常時監視可能な火災受信機盤を設

置する。 

10.5.1.7 手順等 

＜中略＞ 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以

下の手順を整備し，操作を行う。 

a. 中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生し

ていないこと及び火災感知設備に異常がないことを

火災受信機盤で確認する。 

 

 

＜中略＞ 

 

 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室に設置

し，火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とす

る。また，火災受信機盤は，構成されるアナログ式の受

信機により作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 条 73】 

【52 条 70】 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，ﾇ(3)

(ⅰ)a.-③安全機能を有する構築物，系統及び機器（「ロ

(3)(ⅰ)ａ．(c-1-2) 火災防護対策を講じる安全機能を有

する構築物，系統及び機器の抽出」と同じ）の安全機能

ヌ(3)(ⅰ)a.-④を損なわない設計とし，ﾇ(3)(ⅰ)a.-⑤

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難である火災区域又は火災区画であるかを考慮し，

全域ガス消火設備等を設置する。 

10.5.1.1 概要 

＜中略＞ 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に

対して当該機能が維持され，かつ，安全機能を有する構

築物，系統及び機器は，消火設備の破損，誤動作又は誤

操作によって安全機能を失うことのないように設置す

る。 

 

b. 消火設備 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設

置する火災区域又は火災区画の消火設備は，破損，誤作

動又は誤操作が起きた場合においても，ﾇ(3)(ⅰ)a.-③原

子炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対

処するために必要な機能を有する電気及び機械設備にﾇ

(3)(ⅰ)a.-④影響を与えない設計とし，ﾇ(3)(ⅰ)a.-⑤火

災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難となるところは，自動消火設備又は手動操作による

固定式ガス消火設備を設置して消火を行う設計とする。

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難とならないところは，消火器又は水により消火を

行う設計とする。 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-③は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)a.-③と同義であ

り整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-④は，設置変更許

可申請書(本文)のヌ

(3)(ⅰ)a.-④を含んで

おり整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-⑤は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)a.-⑤を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

【11 条 77】 

【52 条 74】 

 

 

火災の影響軽減の機能を有するものとして， ﾇ

(3)(ⅰ)a.-⑥安全機能を有する構築物，系統及び機器の

重要度に応じ，ﾇ(3)(ⅰ)a.-⑦それらを設置する火災区域

又は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画

の火災による影響を軽減するため，火災耐久試験で確認

された 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は 1 時間

以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する。 

10.5.1.1 概要 

＜中略＞ 

火災の影響軽減は，安全機能を有する構築物，系統及

び機器の重要度に応じ，それらを設置する火災区域又は

火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災による影響を軽減するため，系統分離等の火災

の影響軽減のための対策を行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.4 主要設備 

(4) 火災の影響軽減のための対策設備 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

 

建屋内のうち，火災の影響軽減の対策が必要なﾇ

(3)(ⅰ)a.-⑥原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器

並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器ﾇ(3)(ⅰ)a.-⑦を設置する火災区域は，

3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火

に設計上必要なコンクリート壁厚である 150 mm 以上の壁

厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により 3 時間

以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔

壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ等），天井及び床

により隣接する他の火災区域と分離するように設定す

る。 

＜中略＞ 

(3) 火災の影響軽減 

a. 火災の影響軽減対策 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-⑥は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)a.-⑥と同義であ

り整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

a.-⑦は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)a.-⑦を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

【11 条 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 条 109】 
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＜中略＞ 

b. 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの火災

の影響軽減のための対策を実施する設備 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置

する火災区域又は火災区画に対して，火災区域又は火

災区画内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火

災区域又は火災区画における火災の影響を軽減するた

めの対策を実施するための隔壁等として，火災耐久試

験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等を設

置する。 

 

 

また，これと同等の対策として火災耐久試験により1 

時間以上の耐火能力を確認した隔壁等と火災感知設備

及び消火設備を設置する。 

ヌ(3)(ⅰ)a-⑦火災が発生しても原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するためには，プロセスを監視

しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であ

り，このためには，手動操作に期待してでも原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機

能を少なくとも 1 つ確保するように系統分離対策を講じ

る必要がある。 

このため，火災防護対象機器等に対して，以下に示す

いずれかの系統分離対策を講じる設計とする。 

イ. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐

久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で

分離する設計とする。 

＜中略＞ 

ハ. １時間耐火隔壁等，火災感知設備及び自動消火設 

備 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐

久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で

分離する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 条 111】 

 

【11 条 113】 

 

 

 

 

【11 条 116】 

 

b. 重大事故等対処施設 

 

ﾇ(3)(ⅰ)b.-①火災防護設備は，火災区域及び火災区画

を考慮し，火災感知又は消火の機能を有するものとす

る。 

 

10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.1 概要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置さ

れる重大事故等対処施設を火災から防護することを目的

として，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞ

れを考慮した火災防護対策を講じる。 

【火災防護設備】（基本設計方針） 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅰ)b.-①重大事故等対処施設は，火災により重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよ

う，重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区

画に対して，火災防護対策を講じる。 

 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅰ)b.-①設定する火災区域及び火災区画に対し

て，以下に示す火災の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策

を講じる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

b.-①は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)b.-①と，文章表

現は異なるが，内容に

相違はないため整合し

ている。 

 

 

 

 

【52 条 1】 

 

 

 

 

 

【11 条 10】 

【52 条 5】 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙

感知器，アナログ式の熱感知器を組み合わせて設置する

ことを基本とするが，各火災区域又は火災区画における

放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件

や火災の性質を考慮し， 

 

 

 

 

 

 

10.5.2.4 主要設備 

 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想さ

れる火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災

区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，

火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナ

ログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種類

の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

a. 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器（「東海，東海第二発電所共

用」（固体廃棄物作業建屋，固体廃棄物貯蔵庫及び緊急時

対策所建屋）（以下同じ。））は，火災区域又は火災区画に

おける放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件，予想される火災の性質を考慮し，火災感知器を

設置する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器

等及び重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に

感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感

知器及びアナログ式の熱感知器の異なる種類の火災感知

器を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 条 70】 

【52 条 67】 
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ﾇ(3)(ⅰ)b.-②上記の設置が適切でない場合において

は，非アナログ式の炎感知器，非アナログ式の防爆型の

煙感知器，非アナログ式の防爆型の熱感知器等の火災感

知器も含めた中から 2 つの異なる種類の感知器を設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれ

のある場所及び屋外等は，非アナログ式も含めた組み合

わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式で

あるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知

に優位性がある。 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅰ)b.-②ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形

成するおそれのある場所及び屋外等は，環境条件や火災

の性質を考慮し，非アナログ式の炎感知器，非アナログ

式の防爆型熱感知器，非アナログ式の防爆型煙感知器，

非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式），アナ

ログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の熱

感知器も含めた組み合わせで設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

b.-②は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)b.-②を具体的に

記載しており整合して

いる。 

工事の計画の「組み合

わせ」は，設置変更許

可申請書（本文）の

「中から 2 つの」と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

また，中央制御室で常時監視可能な火災受信機盤を設

置する。 

10.5.2.7 手順等 

＜中略＞ 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以

下の手順を整備し，操作を行う。 

a. 中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生して

いないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災

受信機盤で確認する。 

 

 

＜中略＞ 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室に設置

し，火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とす

る。また，火災受信機盤は，構成されるアナログ式の受

信機により作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

【11 条 71】 

【52 条 68】 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，ﾇ(3)

(ⅰ)b.-③重大事故等対処施設の重大事故等に対処するた

めに必要な機能ﾇ(3)(ⅰ)b.-④を損なわない設計とし，ﾇ

(3)(ⅰ)b.-⑤火災発生時の煙の充満又は放射線の影響に

より消火活動が困難である火災区域又は火災区画である

かを考慮し，全域ガス消火設備等を設置する。 

 

10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.1 概要 

＜中略＞ 

 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に

対して当該機能が維持され，かつ，重大事故等対処施設

は，消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって重大事

故等に対処する機能を失うことのないように設置する。 

b. 消火設備 

 

＜中略＞ 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設

置する火災区域又は火災区画の消火設備は，破損，誤作

動又は誤操作が起きた場合においても，原子炉を安全に

停止させるための機能又はﾇ(3)(ⅰ)b.-③重大事故等に対

処するために必要な機能を有する電気及び機械設備にﾇ

(3)(ⅰ)b.-④影響を与えない設計とし，ﾇ(3)(ⅰ)b.-⑤火

災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難となるところは，自動消火設備又は手動操作による

固定式ガス消火設備を設置して消火を行う設計とする。

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難とならないところは，消火器又は水により消火を

行う設計とする。 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

b.-③は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)b.-③と同義であ

り整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

b.-④は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)b.-④を含んでお

り整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅰ)

b.-⑤は，設置変更許

可申請書(本文)のﾇ(3)

(ⅰ)b.-⑤を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

【11 条 77】 

【52 条 74】 
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